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○古河市市外通学者給食費助成金交付要綱 

令和６年10月１日 

告示第240号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、給食費無償化の対象とならない市外の小中学校に通学

する児童生徒の保護者に対し、市外通学者給食費助成金（以下「助成金」

という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１) 給食費 学校給食法（昭和29年法律第160号）第11条第２項に規定す

る学校給食費及びこれに準ずるものとして市長が認めるものをいう。 

(２) 学校 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する小学校、

中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程に限る。）及び特別支

援学校（小学部及び中学部に限る。）をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

(１) 当該年度の３月１日において市内に住所を有すること。 

(２) 市外の学校に通学する児童生徒（以下「対象児童生徒」という。）

の保護者であること。 

(３) 対象児童生徒が在籍する学校で学校給食（これに準ずるものとして

市長が認めるものを含む。）の提供があり、給食費を負担していること。 

２ 前項の規定にかかわらず、助成金の交付の対象として適当でないと市長

が認める者については、助成対象者としない。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次の各号のいずれか少ない方の額とする。 

(１) 次条に定める助成対象期間中に助成対象者が給食費として実際に負

担した額から、同期間中に国、県、市その他公共団体から交付を受けた
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同様の補助金等の額を差し引いた額 

(２) 別表に定める単価に、別に定める学校給食実施回数を乗じて得た額 

（助成対象期間） 

第５条 助成対象期間は、当該年度の４月１日から翌年３月31日までのうち

助成対象者が市内に住所を有している期間とする。 

（助成金の交付申請及び請求） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

市外通学者給食費助成金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる

書類を添えて、市長が指定する期日までに申請しなければならない。 

(１) 給食費証明書（様式第２号） 

(２) 振込先の通帳の写し等口座情報が分かるもの 

(３) その他市長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかに内容を審

査し、適当であると認めるときは市外通学者給食費助成金交付決定通知書

（様式第３号）により、不適当であると認めるときは市外通学者給食費助

成金不支給決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかにこ

れを交付するものとする。 

（変更届） 

第８条 前条第１項の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、第６条の規定による申請の内容に変更が生じた

ときは、市外通学者給食費助成金変更届（様式第５号）により、速やかに

市長に届け出なければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 

(１) 第３条に規定する要件を満たさなくなったとき。 
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(２) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(３) その他市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、市外通学者

給食費助成金交付決定取消通知書（様式第６号）により、交付決定者に通

知するものとする。 

（補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和６年10月１日から施行し、同年４月１日以後の給食費

から適用する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月31日限り、その効力を失う。ただし、第９条

の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

附 則（令和７年告示第103号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年告示第349号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和７年12月９日から施行し、同年４月１日以後に負担し

たこの告示による改正後の第２条第１号に規定する給食費について適用す

る。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の古河市市外通学者給食費

助成金交付要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、

当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。 

附 則（令和８年告示第104号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

学校区分 単価 

小学校、義務教育学校（前期課程）、特別支援学校（小

学部） 

210円 

中学校、義務教育学校（後期課程）、中等教育学校（前

期課程）、特別支援学校（中学部） 

240円 
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